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事業規程等
・事業規程等は、公社ホームページに掲載していますが、一部を「本しおり」

に掲載

・掲載にあたっては、各々の掲載先頭ページに次のような 【標記インデックス】を

貼付

インデ ックス標記 規程等の名称

貸借事業規程 山口県農地中間管理事業規程

貸借実施要領 農地中間管理事業事務実施要領

貸借様式 (同上)実施要領の様式一覧表と各様式
様式記載例 (同上)実施要領の一部様式の記載例
売買規程 山口県農地中間管理機構の事業の特例に関する規程

事務処理要領 山口県農地中間管理機構の農地売買等事業に係る事務処理

要領

売買様式 (同上)事務処理要領の様式一覧表と各様式
所有者不明農地 所有者不明農地の利用権設定等に係る事務処理要領



農地中間管理事業の概要

(県認可公告事務の権限移譲を前提)

1 事業の趣旨
農業経営の規模の拡大、農地の集団化、農業への新規参入者の促進等を通 じて、農地の

利用の効率化及び高度化を図ることで、農業の競争力を強化 し、農業を持続可能なものと

するため、平成 25年 12月 に「農地中間管理事業の推進に関する法律」 (以下「機構法」と

いう。)が制定されました。都道府県ごとに農地中間管理機構を設置 し、地域内に分散・錯

綜する農地を担い手等へ集積・集約化 して、担い手の農地利用が全農地の 8割 (山 口県に

おいては全農地の 7割 )を 占める生産構造を実現することが目標 となっています。

2 農地中間管理機構とは
農地の貸借 (農地中間管理事業)を主体に、農用地の利用の効率化及び高度化の促進
を図り、その実現を目指して事業を行う法人です。山口県においては、「公益財団法人や

まぐち農林振興公社」が農地中間管理機構 (以下「機構」という。)と して県知事から指

定を受けて事業を行っています。
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3 農地中間管理事業とは
機構が市街化区域 (※ 1)以外の農用地等を対象に実施する事業で、主に次の事業から
成り立ちます。農業経営基盤強化促進法 (以下「基盤法」という。)に基づく地域計画が
策定された区域で重点的に取り組むこととなっています。

(1)農用地等 (※ 2)について農地中間管理権 (※ 3)を取得し、担い手等に貸付けを
行う事業

(2)農地中間管理権を有する農用地等の造成、改良又は復旧、農業用施設の整備その他

当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務、農用地等の管理を行う事業

■
―
―



※ 1 市街化区域とは、都市計
画法で指定される都市計画

区域の 1つです。
すでに市街化を形成 して

いる区域とおおむね 10年

以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域 とさ

れています。

※2 農用地等とは、機構法第
2条第 2項に定められた以
下のものを指します。

①農用地

※3 農地中間管理権とは、機構法第 2条第 5項に定められた、機構が取得する以下の権
利を指します。

賃借権又は使用貸借による権利

農地貸付信託により取得する所有権

農地法第 41条第 1項に基づく知事裁定による利用権

4 農業経営基盤強化促進法等の一部改正
基盤法及び機構法が一部改正され、令和 5年 4月 から施行されました。
これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域の農業者等の話

合いによる将来の農地利用の姿が目標地図として明確化されます。令和 7年 4月 からの農
地貸借は、地域計画 (目 標地図)に基づいて行われることとなり、利用権設定等促進事業
(いわゆる相対契約)と 農地中間管理事業が統合一本化された仕組みが始まります。

R5年 3月 以前

①農地法第3条に基づく農業委員会の

許可

R7年 4月 以降

①農地法第3条に基づく農葉

委員会の許可

統合 化 ②農地中間管理事業による利
②市釘が定める農

公告 (基盤法)

※いわゆる相対

③農地中間管理事

用地利用集積計画の

用権設定

※ R5年 4月 ～R7年 3月

は経過措置期間

これに伴い、農地の機構への集積と担い手等への配分は、農用地利用集積等促進計画 (以

下「促進計画」という。)によって行われることになります。

契約

業による利用権設定

，
」

都市計画区城

市衡化調整区嬌 市衝化区燿

晨家振興地域

晨用地区燎

非線引都市計画区燿

※斜摯のある市衡化区崚以外の農用地等が農地中間管理事スの事業対象です.

●
０

②木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的

に供される土地

③農業用施設の用に供される土地

④開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地



機 構 を通 じた新 た な農 地 貸借 の しくみ

また、促進計画に係る手続きは、機構による農地中間管理権の取得と耕作者への貸付を

「集積」と「配分」の 2つの促進計画で行う2段階方式と、農地中間管理権の取得と耕作

者への貸付を 1つの促進計画で行う一括方式を設けます。

※事業のイメージ
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土 地 改 良 区

地域 の 土 地改 良事 策
の 1+画

農 地 中 間 管 理 機 構

機 構 は 地域 計 画 が策 定 され た 地 域 内 の農 地 貸借 等 を重 点 的 に実施

※農地中間管理機構を活用する [促進計画による手続き]は次の 2通 りがあります。

2段階方式 一括方式 3者契約

地権者 まとまつた形で

貸付

ざ ′ ′

機構

地権者 `…資料

【「集積 (借入)と配分 (貸付)」 の 2つの促進計画】

0契約設定期間は 10年を基本

0■料の徴収・支払は、機構が実施

O契約期間中に変更が生じた場合、所定の手続きで

変更可能

機 構

<.-.......
賃料

【借入から貸付まで 1つの促進計画】

0契約設定期間は、短期 (5年未満)も可

0賃料は、地権者と耕作者間で直接受け渡し

0契約期間中に変更が生じた場合、原則として

解約

ヽ ,

′ 賃料
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① 市町別農地集積 (機構転貸)実績 P10

② 市町別機構活用の経営体数 (個人・組織別) P ll

P12,13

P14④ [2段階方式]事務実施全体フロー
P15

⑥ [同上]促進計画の添付書類 P16

⑦ [―括方式]事務実施全体フロー P17

③ [同上]市町・機構事務実施フロー P18

参考資

料 I

5 市町等への業務委託
機構は事業を実施するにあたり、業務の一部を市町等へ委託します。[機構法第 22条 ]

※機構が委託することができない業務とは、機構法第 22条及び同法施行規則第 18条

に定める以下のものを指します。

①促進計画の決定

②農地中間管理権の取得の決定

③農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他

当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務の実施の決定

④事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成

6 農地集積推進員の配置
機構は、地域計画の策定主体である市町や農業委員会をはじめ、土地改良区、農業協同

組合など関係機関と連携し、農地中間管理事業を円滑に推進するため、県内に一定の活動

範囲を定めた農地集積推進員をきめ細かく配置します。

7 2段階方式における貸借手続き
(1)機構による農地中間管理権の取得 (地権者からの借入れ)

ア 農用地等の借入条件

①原則として、地域計画の目標地図に位置付けられた農用地等であること。

②耕作者 (受け手)への貸付けが見込まれる農用地等であること。

イ 農地の借入期間

機構は、借入を行うにあたっては、可能な限りその期間が 10年以上(機構と耕作者
との契約期間が満 10年になるように、借入期間を調整)と なるよう努めます。しかし

ながら、耕作者が高齢等の理由により、10年未満を希望されることも多くなってい
ることから、最短期間を 5年とし、借入期間は5年から 10年を基本としています。

ウ 借入 (農地中間管理権の取得)手続き
地域計画の達成に資するよう地権者と機構間の促進計画 (集積)を作成します。具体

4

③ 令和7年度 促進計画 (集積・配分・―括)に係るスケジュール

⑤ [同上]市町・機構事務実施フロー



的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (集積)案を提出する、も

しくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (集積)の作成を要請す

ることを基本とします。

機構は、市町長に促進計画 (集積)の認可の申請を行い、公告により貸借等が成立し

ます。

工 農地中間管理権の解除

農地中間管理権を有する農地が次のいずれかに該当するときは、県知事の承認を受

けて、当該契約を解除する場合があります。

・農地中間管理権を取得した後、又は貸付先との契約が解除となった後、概ね 1年

を経過してもなお当該農地の貸付けを行う見込みがないとき
。災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難とな

ったとき

(2)機構からの利用権の設定 (耕作者への貸付け)

ア 貸付対象となる耕作者 (受け手)

イ 貸付手続き

地域計画の達成に資するよう機構と耕作者間の促進計画(配分)を作成します。
具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (配分)の案を提
出する、又は農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (配分)の作成を
要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(配分)案に
ついて縦覧 (機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、

機構と耕作者間の促進計画(配分)を決定し、県知事に認可の申請を行います。
その後、県の認可。公告 (県のホームページに掲載)を経て、貸借等が成立します。

参考資料Ⅱ 事業活用事例 P19 P29
ウ 利用状況の報告

機構は、農地の利用状況について確認する必要があると判断した場合、耕作者に対

し、農用地等の利用状況報告書の提出を求めることがあります。

工 利用権の解除

次のいずれかに耕作者が該当するときは、機構は県知事の承認を受けて、設定した

地域計画の区域内 地域計画の区域外

原則 地域計画に位置づけられた農業を

担う者

担い手 (認定農業者、認定新規就農者、

基本構想水準到達者、集落営農組織 )

その他 上記以外の者で、地域計画の達成に

向け、市町・農業委員会が必要と認

める者

上記以外の者で、地域農業の発展に向

け市町・農業委員会が特に必要と認め

る者

Ｆ
Э



利用権を解除することがあります。

・借受農地を適正に利用していないと認められるとき
。正当な理由なく借受農地の利用状況の報告をしないとき
。正当な理由なく賃料を支払わないとき、その他信義に反した行為をしたとき

。農地法その他の農業に関する法令に違反している事実が判明したとき

8 -括方式における貸借手続き
(1)借入・貸付条件

借入 。貸付条件は、基本的には2段階方式と同様ですが、貸借期間は 5年未満の短

期間も可能としています。

(2)農地中間管理権の取得及び貸付手続き

地域計画の達成に資するよう地権者。耕作者と機構間の促進計画 (一括)を作成しま

す。具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画 (一括)の案を提

出する、もしくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画 (一括)の作

成を要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(一括)案につ

いて縦覧 (機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、促

進計画(一括)を決定します。
その後機構は、市町長に促進計画 (一括)の認可の申請を行い、公告により貸借等が

成立します。

(3)その他

利用状況の報告及び利用権の解除については、2段階方式と同様の対応となります。

9 機構による賃料の徴収と支払い
(1)2段階方式における取扱

賃料の徴収と支払は、促進計画等に記載の賃料の支払方法に基づき行います。耕

作者には、徴収月の lヶ 月前頃に機構から徴収日と当該年の賃料について事前通知を

行います。地権者には、支払月の lヶ 月前頃に機構から支払日と当該年の賃料につい

て事前通知を行います。

(2)一括方式における取扱

機構は、耕作者への賃料請求権を地権者に債権譲渡することから、地権者への賃料

支払い債務が弁済され、地権者は直接、耕作者に賃料の請求を行うことができます。

(民法 466条及び 467条 )。 よって、賃料の支払方法 (支払い時期・振込方法等)につい

ては、地権者と耕作者が協議し、耕作者が地権者に直接賃料を支払います。

(3)賃料の徴収と支払いの方法 (2段階方式)

Z_全型望塑L全
機構は耕作者から当該年の賃料を徴収し、その後機構が地権者へ支払います。なお、

必要書類は、地権者は(ア)、 耕作者は(イ)です。

′０



機構地権者 (出 し手 )

(ア)口 座振込依頼書兼委任状

「 賃料金額のほか、賃料受取の口座情報  「
|(金融機関名、口座名義人、日座番号)  |
Lを記載 したもの            L

耕作者 (受け手 )

(イ)貯金口座振替依頼書

口座振替のための口座情報 (口 座

名義人、日座番号)と 毎年の振替
日を記載したもの

※契約期間中に相続等が発生し、契約者の変更が生じたときは、(ア )、 (イ)の書類を相

続人等の名義で作成し直すことが必要となります。

金  納 耕作者 地権者

11月 11月 10日 の徴収 ■ I tlExE*ro>{+ar,'

※徴収日が、土 。日・祝日の場合は、翌営業日となります。

イ 物納の場合

耕作者が、毎年 12月 末日までに直接、地権者に物納し、 1月 15日 までに機構に
「納入済み」の報告を行います。

(4)賃料の税法上の取扱い
。地権者が受け取る賃料は、「不動産所得」として扱われます。

・耕作者が支払う賃料は、農業所得計算上の「必要経費」として扱われます。

10 契約の変更手続き
「2段階方式」における地権者と機構間及び機構と耕作者間の契約の変更は、地権者と

耕作者の合意によることが前提となります。これを受けて、機構は県及び市町と協議の上、

手続きを行います。
「一括方式」における契約の変更は、相続による契約者の変更の場合のみで、地権者と

耕作者の合意により手続きを行います。その他の変更については、一旦契約を解約後再契

約を行うこととなります。

11 契約の解約手続き
2段階方式における機構と耕作者間の契約を解約する場合は、次の耕作者が決定し

ていない場合は、原則として地権者と機構間の契約も解約します。この際、「地域計画」

の協議等を通じて次の耕作者を決めていく必要があります。

一括方式における解約は、地権者と耕作者の合意に基づきその手続きを行います。

12 果樹・施設等農地附属物が有る農地の原状回復について
契約を中途解約する場合や契約満了後契約を更新しない場合の原状回復について、地権

者・耕作者は、次のとおり手続きを行うこととし、公社及び市町、農業委員会等関係機関

は、円滑に手続きが進むよう、必要に応じ、連携して指導・助言を行います。

『

7
′



(1)

(2)

耕作者は、貸借契約締結当時に地権者と申し合わせた内容で原状回復を行う。

地権者は、上記 (1)の原状回復の状況を確認する。

13 契約期間満了の通知
2段階方式においては、契約終期の 6ヶ 月前を目安に機構から地域計画の策定主体であ

る関係市町に契約期間満了の通知を送付するとともに、当分の間、耕作者に対 しても通知

文書を送付 します。

14 契約期間満了後の再契約
契約期間満了の通知を受けた耕作者は、地権者と今後の契約について協議し、引き続き

貸借する場合は、市町に連絡し新規契約時と同様に関係書類を作成し手続きを行います。

地権者が耕作者との契約を希望しない場合は、地権者自身が耕作するか、市町担当者や

地域の農業委員・農地利用最適化推進委員等と相談し、新たな耕作者を探します。

15 所有者不明農地への対応

相続放棄等で地権者が不明となり遊休農地化する恐れのある農地を有効活用するため、

公社は、農地法第 41条に基づく県知事裁定により、農地中間管理権を取得し、耕作者ヘ

貸付を行うことができます。

参考資料Ⅲ 所有者不明農地の利活用のための制度概要 P30

16 農地中間管理機構の特例事業 (農地売買等事業)
基盤法第 7条の規定に基づき農地売買等事業を実施します。

(1)基本方針

①機構法による農用地利用集積等促進計画に基づく手続きを原則とします。

②農業委員会のあっせん等の取組みをベースに事業を進めます。

(2)農地売買等事業の要件

農地売買を行うための補助事業は、次の2つがあります。

農地売買等支援事業 (国庫) 農林地売買等事業 (単県 )

月,E

地

■百
つて

件

概ね 1,000ポ以上の農用地

地域計画区域内かつ農振農用地区域内の農用地 農振農用地区域内の農用地

・ほ場整備対象 (見込み)農用地  or
・まとまつた農用地 (効率的農作業可能 )

|〉 ほ場整備事業に係る売買は優先実施 (従前

地売買)

員

主

要

件

地域計画において、対象農地の農業を担う

者と位置づけられ、かつ下記のいずれかの

担い手要件を満たす者

・認定農業者・特定農業法人

・基本構想水準到達農業者・認定就農者

次のいずれかの者

・認定農業者 ・特定農業法人
・基本構想水準到達農業者 ・認定就農者
・あっせん基準を満たす者

（Ｘ
）



イメージ図

売 主

調整
・農地の確認

・売買条件の確認

・相手方の調整

農業委員会

‐

」 鵬

買主

● 土地代支払

ミJr、
さい)

/

(3)事業実施のための情報共有

農業委員会が農業者 (売主、買主)から相談を受け、農業委員会あっせんによる

機構活用の売買を計画される場合、農業委員会は下表の「農用地等売買に関する確

認事項 (農地売買等事務に係る事務処理要領の様式 1)」 を確認、調整しながら、機

構へ連絡し、機構とともに売買事業実施の準備を進めていくこととなります。

※売買事業業務での主な確認事項 (例 )

農用地等売■に関する確認事項

土地所有者 (出 し手 ) 買い受け者 (受け手 )
農地売買等支援事業 (国庫 )

の場合、認定農業者等が必須

条件です。

住    所

氏    名

年   齢 年  月  日生 (年齢  オ) 年   月

認定晨彙
=●

認  定 否

口◎抵当権等が現存していれ

ば、事前株消登記が必要。

・ ◎地域計画内・外

上場利用
=|ロ

_“ ロロ
“ “

´
""~

対

患

土

地

嬌当11等 簿当檜 :  ● 4可■腱区崚 } I n ir: a . i <

摯敵~面
顧
~

= ＼
売贅価格 円.全体

ヽ
ヽ暖 たり

必

要

●

類

霙 印 実

`,(本
人・保肛人零 |

畳2"饉 率 豊●全部亭嗅饉哺●
土地籠イ

`サ

:IC● 口刷■■過知 , t●■o`保饉人.

`0鑑

■■肛明■ 住民素又は法人壼:e事 興工明●

住民颯又は法人

'配
事項E朝●

認定彙業者年 認定証 (写 し,

凛棄経営改善計画書(写 し)

法人の11合構成員名簿も

構成員名

",法
人の11合 |

固定■こ

「

輌[明■

土地代振込先口塵名・■号

公園 114条 他口 ,

法令週守獣況 別籠チェック表で出し手から閻量がなtヽ ことを口き取 り

譲渡所得税特別控除は、農用

地区域内の農用地等です。

Ｑ
ノ

所有権移

土地代支払

斡

旋

所有権移転

|

オ )

の時に持参

印

…

嘲● (本人 )



転貸面積 (県認可面積 )
‖整
〈蘇的・
再貸付■ )

計
26
年魔

27
年広

20
年度
29
年度

30

年 度 年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年 度
黒計

下関市 61 358 132 131 130 23 53 61 113 187 160 1.409 255 :,154

宇都市 25 77 4 22 7 78 28 18 2 11 42 314 46 268

山口市 26 126 463 313 175 175 132 213 124 266 386 2.399 648 1,751

萩 市 148 344 145 97 40 29 58 9 28 35 210 1.143 346 797

防府市 41 38 77 フ3 38 29 116 57 52 89 10フ フ17 219 498

下松市 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 7 4 3

岩国市 0 1 2 4 14 11 5 2 9 13 17 78 7 7:

光市 0 11 4 61 4 6 1, 2 7 47 4 157 56 101

長門市 303 216 124 72 66 51 79 102 107 127 108 1.355 328 1,028

柳井市 42 76 24 67 24 16 17 54 37 46 195 598 217 381

美祢市 0 134 43 116 29 112 10 22 40 8 24 537 26 5:1

周南市 2 58 17 11 8 22 32 18 14 31 27 240 10 230

山陽小野田市 0 12 83 26 9 19 4 7 14 28 54 255 58 197

周防大島町 3 2 6 18 9 4 7 4 0 4 10 67 22 46

上関町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田布施町 32 18 8 34 39 4 9 31 16 12 37 240 58 183

平生町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

阿武町 21 1 0 232 6 4 2 2 74 0 27 369 87 282

704 1.472 1.136 1,277 598 581 563 603 636 904 1,405 9,878 2,377 7,501

市町別農地集積 (機構転貸)実績

注)合計欄の数値は、小数点第1位を四捨五入して表記しているため、市町の合計と一致しない。
各年度の転貸面積数値は、県認可時の数値(公告日基準)で、その後の変更等による減少した面積等は反映していない。

単位 :ha
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二十



やまぐち晨林振興公社から震地を借り受けている経営体数 【R7年 3月 31日時点 継続契約分】
農地中間管理事業による転貸契約 (平成26年3月 27日～令和7年 3月 31
日の間)契約継続中の経営体数 (法人、1固人別)

※市町における公社活用状況
(2020年農林集センサス数値との比較)
① 公社賃借継縦面積(ha)
② 農林葉センサス 当該市町の
経営耕地のある経営体数

③ 農林業センサス 当該市町の
経営耕地面積(ha)

④ ③に対する①公社貸借面積の割合

※県全体
経営耕地のある経営体   15717
面  積           25,330ha
うち〔所有]経営耕地経営体  15148
面  稲1     12.572ha

うち[借入]経営耕地経営体   5190
面  積     12.758ha

① l154ha
②2624人
③ 4401 ha

④26%

()197ha
2 380 
3 644ha

. (c3l %

① 3ha
②127人
③ 97ha
④3%

① 1028ha
②1039人
③2045ha
④50%

① 1751ha
② 2956人
③ 5950ha
④ 2996

①lha
②130人

③ 95ha
④l%

183ha
②190人
③ 278ha
④66%

① 268ha
②780人
に)1 21 2ha
④22%

① 282ha
② 123人
③ 388ha
④ 73%

① 797ha
②1370人
③ 2576ha
④31%

① 51lha
②1201人
③ 2586ha
④20%

長
',市

① 71ha
②1330人
③ 121 6ha

④6%
① 381 ha

② 595人
③ 784ha
④ 49%

防府市

山口 市

喜口市

宇辞市

① 46ha
② 775人
③ 489ha
④ 9%

① 498ha
②716人
③ 1008ha
④49%

① 101 ha

②293人
③ 445ha
④2396

阿武町
7法人 。9日人

紋市
39法人・ 40日人

長同市

35法人・ 96●人

山□市
72法人・ 82個人

″ ¬闘r―
22法人 。20個人

15法人・ 24個人
7

13法人 。15儘人
34法人・ 49個人 コ

21法人 。21個人

12法人 。15個人

ｒ
Ｌ 5法人 。23個人

“

3個人

14法人 。1個人
E

『15法人・ 79日人
6法人・ 5個人

10法人・16個人 3個人

① 230h●

②104フ 人
③ 1096ha
④21%

4

)

蕨 市

″´

)

ヽ

:

ヽ

820経 営体 (内法人320)7,501ha



2段階方式

令和7年度 農用地利用集積等促進計画 (集積)及び農用地利用集積等促進計画 (配分)に関する公告スケジュール(案 )

(公財)やまぐち農林振興公社

］
Ｎ

機構の手続き
促進計画(集積)の
案提出〆切
(市町→機構)

促進計画(集積)の
認可申請
(機構一市町)

市町長の認可
認可の公告
(市町HP等掲載 )

促進計画(配分)の案提
出〆切
(市町→機構 )

促進計画(配分)の
認可申請
(機構→県)

知事の認可
認可の公告
(県 HP掲載 )

1回 目

促進計画(集積)の
認可申請(機構→

市町)10日前

各市町において設
定する日

4月 30日    水 6月 13日   金 6月 27日   金

2回 目 7月 3:日   本 9月 12日     金 9月 26日    金

3回 目 10月 28日    火 12月 12日   金 12月 19日   金

4回 目 12月 26日    金 2月 13日    金 2月 25日    水

促進計画(配分)

の案提出

市町

公告

促進計画(集積 )
の案提出

農業委員会総会等の

農業委員会意見聴取市町(例 )

※県認可・公告事務の権限移譲を受けていない市町のスケジユールは、別途協議します。

各市町において設
定する〆切日

「

~~



一括方式

令和7年度 農用地利用集積等促進計画 (―括)手続きスケジュール(案 )

一
ω

機構の
手続き

○促進計画 (―括)の案
一覧表提出〆切
○促進計画(―括)の
素案提出〆切
(市町→機構 )

地域計画外 利害関係人の意見聴取

O促進計画(一括)の
案
提出〆切
(市町→機構)

促進計画(一括)の
認可申請
(機構→市町)

市町長の認可
認可の公告
(市町HP等掲載 )

○テンプレートの
作成・提出〆切
(市町→機構)

1回 目 2月 10日     月 2月 14日    金 2月 21日   金 2月 27日    木

各市町において
設定する日

各市町の認可・公告し
た概ね1か月後※※

2回 目 4月 3日    本 4月 8日   火 4月 15日   火 4月 17日    木

3回 目 5月 2日 金 5月 8日   本 5月 15日   本 5月 19日    月 5月 22日    本

4回 目 6月 3日 火 6月 9日    月 6月 16日    月 6月 17日   火 6月 20日     ,金

5回 目 7月 3日 木 7月 8日   火 7月 15日   火 7月 16日    1水 7月 22日    水

6回 目 8月 4日 月 8月 8日   金 8月 18日    月 8月 22日   金

7回 目 9月 3日 水 9月 8日    月 9月 15日    月 9月 17日    水 9月 22日    月

8回 目 10月 3日     1金 10月 8日   水 10月 15日   水 10月 17日   金 10月 22日   水

9回 目 11月 4日    火 11月 7日   金 11月 14日   金 11月 17日   月 11月 21日   金

10回 目 12月 3日     1水 12月 8日    月 12月 15日   月 12月 17日   水 12月 22日    月

11回 目 12月 25日    ,本 1月 8日    本 1月 15日    1木 1月 16日    金 1月 21日    水

12回 目 2月 3日 火 2月 6日    1金 2月 13日    :金 2月 17日   火 2月 20日    金

市町の

続き(例 )

※県認可・公告事務の権限移譲を受けていない市町のスケジュールは、別途協議します。
※※テンプレートの作成・提出(市町→機構)については、当面機構にいただいた促進計画(―括)の素案提出の時の
一覧表を、機構でテンプレートに転記した後、足らないデータを埋めていただく作業を行っています。

市町公告促進計画(―括)の案

及び一覧表 作成

農業委員会総会等の

農業委員会意見聴取

テンプレート

作成

促進計画(―括 )
の案提出

3月 19日   本

4月 22日    火

8月 15日   金


